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第4章 将来都市像と誘導方針 

4.1  まちづくりの理念・目標 
 

三笠市では、市民・議会・行政が一緒に市政を進めるために今まであった基本的なルール

を明文化し、「三笠市未来づくり基本条例」を平成 21（2009）年 4月に制定しています。こ

れは、未来のまちづくりの姿と地方自治の基本を定める最高規範であり、まちの憲法として

位置づけられています。この条例における、「誰もが暮らしてみたい田園産業都市」、「日本

一安心して誰もが住み続けたいまち」という 2 つの未来のまちづくりの基本理念を分かり

やすくするため、「第 9次三笠市総合計画」ではそれらを 1つに統合し、「日本一安心して誰

もが暮らし続けたい自然豊かな元気田園産業都市」を将来都市像として定め、まちづくりを

進めています。 

本計画においても、上位計画におけるこれらの将来都市像をまちづくりの理念・目標とし

て設定し、まちづくりの方針（ターゲット）及び課題解決のための必要な施策・誘導方針（ス

トーリー）を検討します。 

 

4.2  立地適正化計画におけるまちづくりの基本的な考え方 
(1)  まちづくりの方針（ターゲット）の設定 

「第 9次三笠市総合計画」では、将来都市像を実現するための市街地規模として、将来の

人口規模に見合うよう、各地域それぞれの特性に配慮しながら、集落の集約化を図りつつ、

地域が自立しながら持続していける地域構造を構築し、まとまりのある市街地形成を目指

すこととしています。 

本計画においては、将来都市像を実現するための将来都市構造の構築に向け、恵まれた自

然環境を大切にし、都市としての潤いを維持しながら、人口減少や進行する高齢化などの課

題を乗り越えるため、都市機能及び公共交通の最適化を図り、持続可能なまちづくりを目指

します。 

このような考えに従い、まちづくりの方針を以下のように設定します。 

 

《まちづくりの方針（ターゲット）》 

「恵まれた自然環境・地域資源と調和した、 

誰もが安全・安心で暮らしやすい持続可能なまちづくり」 
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恵まれた「自然環境・地域資源」 

三笠市では、地層から数多くの化石が発見されており、中でもアンモナイト

は世界的にも有名です。また、約５千万年前の地層（幾春別層）と約１億年前

の地層（三笠層）が隣り合わせに露出しているなど、悠久のロマン漂う環境に

あります。明治元（1868）年に石炭が発見され、その後、北海道で初めて鉄道

が開通し、日本の近代化に貢献した炭鉱や鉄道等によりまちが大きく成長し、

地域の発展とともに生まれた北海盆歌や盆踊り等、独特の文化や風土もまち

の歴史を特徴づける資源となっています。 

誰もが「安全」 

近年頻発する震災や集中豪雨などの異常気象による災害に加え、一部地域

では老朽化した空き家の倒壊リスクも年々高まっており、危険因子が多く存

在しています。 

誰もが安全に暮らすことができる環境を整えるため、自然災害への対応の

充実や感染症拡大時にも安全に避難できるスペースの確保、加えて増加して

いる危険な空き家の除却を進めていきます。 

誰もが「安心」 

出生率の低下と平均寿命の伸長により、人口減少や少子高齢化が進行して

おり、高齢者を含む誰もが将来にわたり安心して暮らすことができる環境が

重要視されています。 

誰もが安心して暮らすことができる持続可能な中心部を構築していくため、

医療・福祉、商業、高齢者・子育て関連、地域交流等の都市機能を中心市街地

に集約・強化することを目指します。 

誰もが「暮らしやすい」 

市内を運行している路線バスにより用途地域内はほぼカバーされているも

のの、「第 9次三笠市総合計画」策定時に行った市民アンケートにおいて、交

通機関の利便性、満足度が低く、重要度が高い結果となっています。 

誰もが暮らやすい環境を構築するため、市民の移動実態やニーズを踏まえ

た交通システムの研究を進めていきます。 

 

 

恵まれた自然環境・地域資源と調和した、 

誰もが安全・安心で暮らしやすい持続可能なまちづくり 

「まちづくりの方針（ターゲット）」の考え方 
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(2) 課題解決のための必要な施策・誘導方針（ストーリー）の設定 

 

〇将来を見据えた居住環境整備 

 

 

 

 

 

※地域拠点：生活利便施設が集積し、将来的に居住誘導を図るエリア（P84参照）  

 

〇防災対策を念頭に置いたまちづくり 

 

 

 

 

 

 

〇中心市街地における都市機能の強化 

 

 

 

 

 

 

〇持続可能な公共交通ネットワークの構築 

 

 

 

 

 

 

〇空き家や公営住宅の再編・活用促進 

  

・生活利便施設を中心とした地域拠点への居住誘導 

・誰もが暮らしやすいバリアフリーな居住環境の整備 

・冬期間の除雪体制の見直しや中心市街地との連携強化 

・将来人口を見据えた公共施設の再編 

 

・消防救急体制や防災体制の充実化 

・安心して避難できるオープンスペース等の確保 

・指定緊急避難場所への複数の避難路を確保した安全な宅地形成の促進 

・地域コミュニティの強化による、ソフト面からの減災機能拡充 

・都市機能の集約・再編による魅力的な中心市街地の維持 

・賑わいを生む生活利便機能の維持・誘導 

・自然環境と調和した街並みの維持 

・ユニバーサルデザインを念頭に置いたまちづくりの推進 

 

・市民の市内外における移動実態を把握した上での公共交通の最適化 

・主要ターミナルにおける拠点機能の強化 

・新たな交通システム（循環バス、デマンドバス等）の導入検討 

・全国の同規模市町村における先進的な取り組みの導入の検討 

 

・老朽化した空き家の調査・除却の推進 

・将来を見据えた公営住宅の縮減検討 

・老朽化した公営住宅の安全性の調査・除却の推進 

・安全な空き家の活用促進 
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三笠市における都市構造の課題 

【課題 1】 
将来人口を見据えた 
適切な居住の誘導 

【課題 2】 
都市機能の集約・強化 

【課題 3】 
災害に強いまちづくりの推進 

【課題 4】 
まちづくりと連携した 
交通ネットワークの最適化 

【課題 5】 
老朽化した空き家や公営住宅への対策 

上位計画でのまちづくりの理念・目標 

◎将来都市像【第９次三笠市総合計画】 

・日本一安心して誰もが暮らし続けたい自然豊かな元気田園産業都市 
※まちづくりの姿勢：風を知り 未来を創る 

課題解決のための必要な施策・誘導方針 
（ストーリー） 

まちづくりの方針（ターゲット）として、恵まれた自然環境・地域資源と調和

した、誰もが安全・安心で暮らしやすい持続可能なまちづくりを目指します。 

〇将来を見据えた居住環境整備 
・地域拠点への居住誘導 
・バリアフリーな居住環境の整備 
・中心市街地との連携強化 
・将来人口を見据え公共施設の再編 

〇中心市街地における都市機能の強化  
・都市機能の集約・再編 
・生活利便機能の維持・誘導 
・自然環境と調和した街並みの維持 
・ユニバーサルデザインを念頭に置
いたまちづくりの推進 

〇防災対策を念頭に置いたまちづくり  
・消防救急体制や防災体制の充実化 
・オープンスペース等の確保 
・多様な避難環境、安全な宅地形成 
・ソフト面からの減災機能拡充 

〇持続可能な公共交通ネットワークの構築 
・市民の移動実態やニーズを踏まえ
た交通システムの最適化 

・主要ターミナルの拠点機能の強化 
・新たな交通システムの導入検討 
・全国の同規模市町村における先進
的な取り組みの導入の検討 

〇空き家の再編・活用促進 
・空き家の調査・除却の推進 
・公営住宅の縮減検討 
・公営住宅の調査・除却の推進 
・空き家の活用促進 

図 立地適正化計画におけるまちづくりの体系図 
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4.3  将来都市骨格構造 
(1) 将来都市骨格構造の考え方 

 

目指すべきまちづくりの方針（ターゲット）「恵まれた自然環境・地域資源と調和した、

誰もが安全・安心で暮らしやすい持続可能なまちづくり」を見据え、道路網、人口の集積状

況、公共交通路線、都市施設の配置等をもとに将来都市骨格構造を設定します。 

 

①拠点 

【主要拠点】 

市域各所からのアクセス性に優れ、行政機能、商業機能、医療機能などの都市機能を提供

する拠点と位置づけます。本市の行政、商業、医療、福祉、教育、子育て等の中心拠点とし

て、都市機能の維持・充実を図り、生活利便性の高い拠点の形成を図ります。 

 

【歴史文化振興エリア】 

本エリアは、三笠ジオパークなどの産業を中心とする地域素材を学ぶ・体験する・楽しむ

拠点と位置づけます。化石・地層・石炭・炭鉱・文化またはアウトドア体験など、三笠の歴

史や風土を総合的に体験・体感・学習できる場であり、地域資源を生かしたまちづくりの拠

点として形成を図ります。 

 

②骨格軸 

【都市軸】 

国道 12号に接する岡山地区から三笠市の中心拠点である、三笠地区に繋がる道道 116号

沿線を都市の骨格軸と位置づけます。沿道には公共施設や商業施設が集積しており、市内で

の買い物や通院等といった日常生活を行う上で、多様な人々が往来することが想定される

ため、生活を支える都市の骨格形成を図ります。 
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第5章 都市機能誘導区域の設定 

5.1  区域設定の基本的な考え方 
(1) 都市機能誘導区域とは 

 

立地適正化計画においては、都市機能の充足により居住誘導区域への居住の誘導、人口

密度の維持による都市機能の持続性の向上等、住宅及び都市機能の立地の適正化を効果的

に図るという観点から、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めることとされてい

ます。 

このうち都市機能誘導区域は、原則として居住誘導区域内において設定されるものであ

り、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することに

より、これらの各種サービスの効率的な提供が図られる区域をいいます。 

関係法令等（都市再生特別措置法・都市計画運用指針等）に示される「望ましい区域

像」「都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域」は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【望ましい区域像】 

○各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊するこ

とが可能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態

等に照らし、地域としての一体性を有している区域 

【都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域】 

○都市全体を見渡し、都市の拠点となるべき区域 

・鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実している

区域 

・周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

○都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩

や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定める 
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【参考】都市機能誘導区域について（関係法令の抜粋） 

 

（１）都市再生基本方針（第五 ２ カ） 

 ・都市機能誘導区域の設定に当たっては、区域内の人口や経済活動のほか、公共交通への

アクセス等を勘案して適切な範囲に設定すること。 

（２）都市再生特別措置法（法第 81 条 20） 

・都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び

交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域

に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとす

る。 

（３）都市計画運用指針（第 11 版 Ⅳ-1-3） 

 ①基本的な考え方 

・医療・福祉・子育て支援・商業といった民間の生活サービス施設の立地に焦点が当てら

れる中では、これらの施設を如何に誘導するかが重要となる。このような観点から新た

に設けられた都市機能誘導区域の制度は、一定のエリアと誘導したい機能、当該エリア

内において講じられる支援措置を事前明示することにより、当該エリア内の具体的な場

所は問わずに、生活サービス施設の誘導を図るものであり、都市計画法に基づく市町村

マスタープランや土地利用規制等とは異なる全く新しい仕組みである。 

・原則として、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医

療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、

これらの各種サービスの効率的な提供が図られるよう定めるべきである。 

 ②都市機能誘導区域の設定 

 ・都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積

する地域等、都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアク

セスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域を設定することが考えられる。 

・また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、

徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定めることが考えられる。 

 ③留意すべき事項 

・都市機能誘導区域は、区域内の人口や経済活動のほか、公共交通へのアクセス等を勘案

して、市町村の主要な中心部のみならず、例えば合併前旧町村の中心部や歴史的に集落

の拠点としての役割を担ってきた生活拠点等、地域の実情や市街地形成の成り立ちに応

じて必要な数を定め、それぞれの都市機能誘導区域に必要な誘導施設を定めることが望

ましい。 

・都市機能の充足による居住誘導区域への居住の誘導、人口密度の維持による都市機能の

持続性の向上等、住宅及び都市機能の立地の適正化を効果的に図るという観点から、居

住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めることとされている。 

・都市機能誘導区域は居住誘導区域内に重複して設定されるものであり、都市機能と併せ

て居住を誘導することが基本となる。ただし、都市の中心拠点等において、特に商業等

の都市機能の集積を図る必要から住宅の立地を制限している場合等には、居住誘導区域

を設定しないことも考えられる。 

・居住誘導区域と都市機能誘導区域は、同時に設定することが基本となるが、都市機能誘

導区域の法律上の効果を早期に発揮させる必要性が高く、かつ、住民への丁寧な説明等

のために居住誘導区域の設定に時間を要する場合等には、都市機能誘導区域の設定が居

住誘導区域の設定に先行することも例外的に認められる。 
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(2) 区域設定の基本方針 

①都市機能誘導区域の候補となる拠点の選定 

都市機能誘導区域の検討にあたっては、将来都市骨格構造を構成する各拠点地区におけ

る生活サービス機能の立地状況や土地利用の実態、都市基盤（基幹的な公共交通路線、道路

等）、公共施設及び行政施設等の配置を踏まえ、徒歩等の移動手段による各種都市サービス

の回遊性など地域としての一体性等の観点から具体の区域を検討します。 

本計画における将来都市骨格構造には主要拠点と歴史文化振興エリアを設定し、それぞ

れ次のような役割を担うこととしています。 

 

表 将来都市骨格構造を構成する各拠点の役割 

拠点 

（エリア） 
担うべき役割 対象地区のイメージ 

主要拠点 
市の顔として行政、医療、商業機能等の中

心的な都市機能を担う。 
三笠地区・岡山地区 

歴史文化振興

エリア 

地域資源を生かしたまちづくりの拠点と

しての機能を担う。 
幾春別地区 

 

以上のような各拠点の役割を踏まえ、都市機能誘導区域としての望ましい区域像に合致

する都市拠点をその候補として選定します。 

 

②区域設定の基本方針 

都市拠点における都市機能誘導区域の設定にあたっては、関係法令等に示される「都市機

能誘導区域を定めることが考えられる区域」に照らし、次のような基本方針に基づき設定し

ます。 

なお、本市においては、高齢化が進展していることを踏まえ、「誰もが安心・安全・便利」

と感じられるまちづくりのため、基点からの徒歩圏を「都市構造の評価に関するハンドブッ

ク」における「高齢者徒歩圏」（半径 500m）と設定します。 
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表 都市拠点における都市機能誘導区域設定の具体的な方針 

区域設定の視点 区域設定の具体的な方針 備考 

都市機能

誘導区域

を定める

ことが考

えられる

区域 

都市機能が一定程度

充実している区域 

・様々な都市機能の集積が可能な

商業地域及び近隣商業地域を含

む区域 

・公共施設の集約・再編や民間開

発等が見込まれる区域 

 

公共施設や生活利便

施設からのアクセス

性が高い区域 

・高齢者徒歩圏（半径 500ｍ）の区

域 

・「都市構造の評

価に関するハン

ドブック」によ

る 

高齢者が徒歩や自転

車等により都市機能

の間が容易に移動で

きる範囲 

・同上  

居住誘導区域との関

係について 

・原則として、都市機能誘導区域

は、後段で設定する「居住誘導

区域」の中に設定 

 

都市機能誘導区域を定めない用途

地域等 

・生活利便施設や住居等の建築が

制限されている工業地域や工業

専用地域、閑静な戸建て住宅地

等が形成されている住居専用地

域 

 

区域境界線設定の考え方 ・基本的に丁目単位での設定を基

本とし、地形地物や都市計画で

定めた区域（用途地域、都市施

設の区域）に応じて設定 
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5.2  都市機能誘導区域の設定 
 

都市拠点における都市機能誘導区域の設定にあたっては、関係法令等に示される「都市

機能誘導区域を定めることが考えられる区域」に照らし、下表のような具体的な対応を踏

まえて設定します。 

また、道の駅「三笠」を含むエリアについては、現状は用途地域外であるが、国道 12

号線に面し、本市の西の玄関口として多くの方々が利用する集客施設であり、賑わいや交

流が生まれる施設であるため、今後、農業振興地域の指定を外すことや用途地域の指定を

検討することとして、都市機能誘導区域に含めることとします。 

その結果、都市機能誘導区域は次頁のようになり、区域面積は約 112.4haで、市全体の

用途地域面積（約 957ha）の約 11.7％を占めることとなります。 

 

表 都市拠点における都市機能誘導区域設定の基本方針と具体的な対応 

区域設定の視点 区域設定の基本方針 具体的な対応 

都市機能

誘導区域

を定める

ことが考

えられる

区域 

都市機能が一定程

度充実している区

域 

・様々な都市機能の集積が可能

な商業地域及び近隣商業地域

を含む区域 

・公共施設の集約・再編や民間

開発等が見込まれる区域 

都市機能の集積状況を

踏まえて、準工業地

域、第２種住居地域、

第１種住居地域も対象

とする。 

公共施設や生活利

便施設からのアク

セス性が高い区域 

・高齢者徒歩圏（半径 500ｍ）

の区域 

 ※中心は市の代表的な公共施 

設である市役所を設定 

一連となっている同一

の用途地域について

は、半径 500ｍ圏外につ

いても対象とする。 

高齢者が徒歩や自

転車等により都市

機能の間が容易に

移動できる範囲 

・同上 同上 

居住誘導区域との

関係について 

・原則として、都市機能誘導区

域は、後段で設定する「居住

誘導区域」の中に設定 

特になし 

都市機能誘導区域を定めない

用途地域等 

・生活利便施設や住居等の建築

が制限されている工業地域や

工業専用地域、閑静な戸建て

住宅地等が形成されている住

居専用地域 

道の駅を含むエリアは

用途地域外だが、今後

位置づけの見直しを検

討することとして、誘

導区域に設定する。 

区域境界線設定の考え方 ・基本的に丁目単位での設定を

基本とし、地形地物や都市計

画で定めた区域（用途地域、

都市施設の区域）に応じて設

定 

特になし 
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5.3  誘導施設の設定 
(1) 誘導施設とは 

 

誘導施設とは、都市再生特別措置法に定める「都市機能誘導区域ごとにその立地を

誘導すべき都市機能増進施設」のことであり、「立地適正化計画作成の手引き」等で

は、拠点に必要な機能のイメージとして、医療・福祉・子育て・商業等を例示してい

ます。 

 

表：地方中核都市クラスにおいて想定される誘導施設のイメージ 

出典：「立地適正化計画作成の手引き」（国土交通省 令和 4年 4月改訂） 

都市機能 中心拠点 地域／生活拠点 

行政機能 ■中枢的な行政機能 

例：本庁舎 

■日常生活を営む上で必要となる行政窓口

機能等 

例：支所、福祉事務所など各地域事務所

等 

介護福祉 

機能 

■市全域の市民を対象とした高齢者福祉の

指導・相談の窓口や活動の拠点となる機

能 

例：総合福祉センター 

■高齢者の自立した生活を支え、又は日々

の介護、見守り等のサービスを受けるこ

とができる機能 

例：地域包括支援センター、在宅系介護

施設、コミュニティサロン等 

子育て機能 ■市町村全域の市民を対象とした児童福祉

に関する指導･相談の窓口や活動の拠点

となる機能 

例：子育て総合支援センター 

■子どもを持つ世代が日々の子育てに必要

なサービスを受けることができる機能 

例：保育所、こども園、児童クラブ､子

育て支援センター､児童館等 

商業機能 ■時間消費型のショッピングニーズなど、

様々なニーズに対応した買い物、食事を

提供する機能 

例：相当規模の商業集積 

■日々の生活に必要な生鮮品、日用品等の

買い回りができる機能 

例：延床面積○㎡以上の食品スーパー 

医療機能 ■総合的な医療サービス(二次医療）を受

けることができる機能 

例：病院 

■日常的な診療を受けることができる機能 

例：延床面積○㎡以上の診療所 

金融機能 ■決済や融資などの金融機能を提供する機

能 

例：銀行、信用金庫 

■日々の引き出し、預け入れなどができる

機能 

例：郵便局 

教育・文化 

機能 

■市民全体を対象とした教育文化サービス

の拠点となる機能 

例：文化ホール、中央図書館等 

■地域における教育文化活動を支える拠点

となる機能 

例：図書館支所、社会教育センター等 
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人口減少や高齢化が進む現況において、将来に向けて持続可能なまちづくりを目指

すためには、商業や医療、福祉などの都市機能増進施設を都市機能誘導区域内へ誘導

することや維持を図ることが必要となります。 

誘導施設は、都市機能誘導区域に立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するも

のであり、具体の整備計画のある施設を設定することも考えられます。 

また、都市機能誘導区域外に誘導施設を立地しようとする場合や、都市機能誘導区

域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法第 108条の

規定より、届出が必要となることに留意して設定します。 

 

(2) 誘導施設の設定方針 

 

誘導施設の設定にあたっては、各主要拠点の特性を踏まえるとともに、まちづくり

の基本的な考え方で整理した「課題解決のための必要な施策・誘導方針（ストーリ

ー）」を踏まえ、都市機能誘導区域に求められる機能を設定します。 

 

表：各主要拠点の特性 

主要拠点 特性 

三笠地区 市域各所からのアクセス性に優れ、都市機能を提供する拠点と位置づけま

す。三笠市の行政、商業、医療、福祉、教育、子育て等の中心拠点として、

都市機能の維持・充実を図り、生活利便性の高い拠点の形成を図ります。 

岡山地区 主として日常的な生活サービス機能を提供する拠点として位置づけます。

大型商業施設や医療機関の集積により中心拠点を補完するとともに、新た

な人口定着を促す拠点の形成を図ります。 

 

都市機能を「行政機能」「商業機能」「金融機能」「医療機能」「介護・福祉機能」

「教育・子育て支援機能」「文化・交流機能」に分類し、各施設の配置状況や施設が

持つ特性を勘案しながら設定します。 
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(3) 三笠地区の誘導施設 

 

三笠地区の都市機能誘導区域内には、市役所や消防本部といった行政機能に加え、

商業機能、金融機能、医療機能、介護・福祉機能、教育・子育て支援機能、文化・交

流機能がそれぞれ立地しています。 

 

表：三笠地区（都市機能誘導区域内）に立地する主な都市機能 

行政機能 三笠市役所、消防本部、消防署、生活安全センター 

商業機能 株式会社奥商店、株式会社奥商店若松支店、中村鮮魚店、北村青

果店、ファミリーマート三笠幸町店、ツルハドラッグ三笠店、Ａ

コープ三笠店 

金融機能 三笠郵便局、空知信用金庫三笠支店 

医療機能 市立三笠総合病院、みかさホームケアクリニック 

介護・福祉機能 デイサービスセンターさいわい、ほのか三笠、グループホームた

んぽぽ、華苑みかさ、社会福祉協議会、老人福祉センター、グル

ープホームたんぽぽ榊館、一般社団法人北海道総合在宅ケア事業

団三笠訪問看護ステーション、市立三笠総合病院訪問リハビリテ

ーション、南空知ケアプラン相談センター、市立三笠総合病院訪

問看護ステーションゆうゆう、ふれあい健康センター 

教育・子育て支援機能 三笠市児童館、みかさ子ども発達支援センターかざぐるま 

文化・交流機能 三笠市立図書館、三笠市公民館、市民会館、山の手市民センタ

ー、老人福祉センター 

 

三笠地区の特性と都市機能の立地状況を勘案し、「課題解決のための必要な施策・

誘導方針（ストーリー）」を踏まえ、三笠地区の誘導施設を以下のとおり設定しま

す。 
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表：誘導施設の設定（三笠地区） 

施設区分 立地

状況 

誘導施設の設定の考え方 

機能 施設名 

行政 市庁舎 ○ 市の中心である三笠地区においては、市民サービス

の維持向上が必須であり、市全域からの来街者によ

るにぎわい創出効果も期待できるため、誘導施設に

位置づけます。 

商業 食品スーパー ○ 日常生活を送る上で、生鮮食品を取り扱う食品スー

パーは必須であるため、誘導施設に位置づけます。 

金融 郵便局・銀行 ○ 生活利便機能としてのニーズも高く、日常生活を送

る上で必要不可欠であるため、誘導施設に位置づけ

ます。 

医療 病院 ○ 市民が安心して生活できる医療環境を確保するた

め、誘導施設に位置づけます。 

介護・福祉 ふれあい健康

センター 

○ 市民の健康を維持・増進するために必要な施設であ

ることから、誘導施設に位置づけます。 

文化・交流 図書館 ○ 多世代の市民が利用し、賑わいや交流を生む施設で

あることから、誘導施設に位置づけます。 

市民会館 ○ 多世代の市民が利用し、賑わいや交流を生む施設で

あることから、誘導施設に位置づけます。 
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(4) 岡山地区の誘導施設 

 

岡山地区の都市機能誘導区域内には、道の駅「三笠」をはじめ、イオンスーパーセ

ンター三笠店、南そらち記念病院といった三笠市の賑わいや医療機能の中核を成す施

設に加え、介護・福祉機能が立地しています。 

 

表：岡山地区（都市機能誘導区域内）に立地する主な都市機能 

行政機能 道の駅「三笠」 

商業機能 イオンスーパーセンター三笠店、セブン‐イレブン三笠道の駅店 

医療機能 南そらち記念病院 

介護・福祉機能 医療法人社団幾生会介護老人保健施設そらちの郷、カーサ・ミー

ア壱番館、医療法人社団幾生会ヘルパーステーション笑、居宅介

護支援事業所みどりの杜 

文化・交流機能 天然温泉「太古の湯」 

 

岡山地区の特性と都市機能の立地状況を勘案し、「課題解決のための必要な施策・

誘導方針（ストーリー）」を踏まえ、岡山地区の誘導施設を以下のとおり設定しま

す。 

 

 

表：誘導施設の設定（岡山地区） 

施設区分 立地

状況 

誘導施設の設定の考え方 

機能 施設名 

行政 道の駅 ○ 広域的な観光交流の中心的施設であり、市内外から

の利用客による賑わい創出が期待されるため、誘導

施設に位置づけます。 

商業 食品スーパー ○ 広域からの様々なニーズに対応した商業施設は、岡

山地区のみならず、三笠市全域への商業機能の向上

につながるため、誘導施設に位置づけます。 

医療 病院 ○ 市民が安心して生活できる医療環境を確保するた

め、誘導施設に位置づけます。 

文化・交流 温浴施設 ○ 多世代の市民が利用し、賑わいや交流を生む施設の

ほか健康増進を図る施設であることから、誘導施設

に位置づけます。 

 

なお、誘導施設の定義は次頁の表の通りです。  
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表：誘導施設の定義（中心拠点） 

施設区分 
定義 

機能 施設名 

行政 市庁舎 地方自治法第 4 条第 1 項に規定される庁舎 

道の駅 国土交通省に「道の駅」として登録された施設 

商業 食品スーパー 大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定される店舗面積

1,000 ㎡を超える商業施設（共同店舗・複合施設等含む）で、

生鮮食料品を取り扱うもの 

金融 郵便局・銀行 日本郵便株式会社法第 2 条第 4 項に規定される施設及び信

用金庫法第 4 条の事業免許を受けた信用金庫の本店又は支

店 

医療 病院 医療法第 1条の 5第 1 項に規定される病院 

介護・福祉 ふれあい健康

センター 

三笠市ふれあい健康センター設置条例に基づき設置される

ふれあい健康センター 

文化・交流 図書館 図書館法第２条第１項に規定される図書館 

市民会館 三笠市民会館設置条例に基づき設置される会館 

温浴施設 公衆浴場法第 1 条第 1 項に規定される施設 
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第6章 居住誘導区域の設定 

6.1  区域設定の基本的な考え方 
(1) 居住誘導区域とは 

 

居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持する

ことにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき

区域をいいます。 

「立地適正化計画作成の手引き」（国土交通省 令和 4（2022）年 4月改訂）には、居住

誘導区域に関する基本的な考え方と望ましい区域像が示されています。 

 

表 居住誘導区域に関する基本的な考え方と望ましい区域像 

基本的な考え方 望ましい区域像 

徒歩や主要な公共交

通路線等を介した拠

点地区へのアクセス

性 

生活利便性が確保される区域 

・都市機能誘導区域となるべき中心拠点、地域／生活拠点の中心部

に徒歩、自転車、端末交通等を介して容易にアクセスすることの

できる区域、及び公共交通軸に存する駅、バス停の徒歩、自転車

利用圏に存する区域から構成される区域 

区域内の人口密度水

準を確保することに

よる生活サービス施

設の持続性 

生活サービス機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域 

・社会保障・人口問題研究所の将来推計人口等をベースに、区域外

から区域内に現実的に誘導可能な人口を勘案しつつ、区域内にお

いて、少なくとも現状における人口密度を維持することを基本

に、医療、福祉、商業等の日常生活サービス機能の持続的な確保

が可能な人口密度水準が確保される面積範囲内の区域 

※生活サービス機能の持続性確保に必要な人口密度としては、計画

的な市街化を図るべき区域とされる市街化区域の設定水準が参考 

対象区域における災

害等に対する安全性 

災害に対するリスクが低い、あるいは今後低減が見込まれる区域 

・土砂災害、津波災害、浸水被害等により甚大な被害を受ける危険

性が少ない区域であって、土地利用の実態等に照らし、工業系用

途、都市農地、深刻な空き家・空き地化が進行している郊外地域

などには該当しない区域 

資料：「立地適正化計画作成の手引き」（国土交通省 令和 3年 10月改訂） 
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【参考】居住誘導区域について（関係法令の抜粋） 

 

（１）都市再生基本方針（第五 ２ カ） 

 ・居住誘導区域の設定に当たっては、既存の住宅・公共施設の状況や、国立社会保障・人

口問題研究所が公表している将来人口推計などの客観的なデータに基づく将来の人口動

態等を踏まえ、一定の人口密度を維持する上で将来人口に即した広さの区域とするなど、

適切な範囲に設定すること。また、点在する市街地や、農業等の従事者が居住している

旧来からの集落にも配意するほか、市町村合併等の経緯、各集落の歴史的背景も踏まえ

て設定すること。 

 ・災害の発生のおそれのある区域については、災害リスクの種別を踏まえ、警戒避難体制

の整備状況、災害を防止・軽減するための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に検

討した上で、災害リスクの種別も考慮し、居住を誘導することが適当ではないと判断さ

れる場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこと。 

 

（２）都市再生特別措置法（法第 81条 19） 

・居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将

来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率

的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区

域（以下「市街化調整区域」という。）、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危

険区域（同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止さ

れているものに限る。）その他政令で定める区域については定めないものとする。 

 

（３）都市計画運用指針（第 11 版 Ⅳ-1-3） 

 ①基本的な考え方 

・居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持するこ

とにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき

区域である。このため、居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財

政、災害リスクの現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好

な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営

が効率的に行われるよう定めるべきである。 

 

 ②居住誘導区域の設定 

 【居住誘導区域を定めることが考えられる区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の

区域 

・都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすること

ができ、都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体

的である区域 

・合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 
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（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住誘導区域に含まないこととされている区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域】 

 

 

 

【居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に

含まないこととすべき区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域】 

 

 

 

 

 

 

 ③留意すべき事項 

・居住誘導区域が将来の人口等の見通しを踏まえた適切な範囲に設定されるべきことは言

うまでもない。例えば、今後人口減少が見込まれる都市や既に人口減少が進みつつある

都市においては、居住誘導区域をいたずらに広く設定するべきではなく、人口動態、土

地利用、災害リスク、公共交通の利便性等を総合的に勘案した適切な区域設定が行われ

るべきである。また、原則として新たな開発予定地を居住誘導区域として設定すべきで

はない。なお、人口等の将来の見通しは、立地適正化計画の内容に大きな影響を及ぼす

ことから、国立社会保障・人口問題研究所が公表している将来推計人口の値を採用すべ

きであり、仮に市町村が独自の推計を行うとしても国立社会保障・人口問題研究所の将

来推計人口の値を参酌すべきである。また、都市機能誘導区域へ誘導することが求めら

れる医療、福祉、商業等の身近な生活に必要な都市機能は、各機能の特性に応じた一定 

・市街化調整区域 

・災害危険区域（住居の用に供する建築物の建築禁止区域） 

・農用地区域、農地法の農地・採草放牧地 

・自然公園法の特別地域 

・森林法の保安林、保安林予定森林区域、保安施設地区（予定地を含む） 

・自然環境保全法の原生自然環境保全地域、特別地区 

・地すべり防止区域 

・急傾斜地崩壊危険区域 

・土砂災害特別警戒区域 

・浸水被害防止区域 

・津波災害特別警戒区域 

・災害危険区域（住居の用に供する建築物の建築禁止区域以外） 

・土砂災害警戒区域 

・津波災害警戒区域 

・浸水想定区域 

・都市洪水想定区域、都市浸水想定区域 

・土砂災害警戒区域等の基礎調査、津波浸水想定区域、都市浸水想定区域及びその他

の調査結果等により判明した災害の発生の恐れのある区域 

※上記区域を居住誘導区域に含める場合には、防災指針において当該地区の災害リス

クを踏まえた防災・減災対策を明らかにすることが必要 

・都市計画で住宅の建築が制限されている区域（工業専用地域、流通業務地区、特別用

途地区、地区計画等） 

・過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、人口等の将来見通しを勘案

して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 

・工業系用途地域で工場等の移転等により空地等が進展している区域 
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（つづき） 

 

 

 

 

 

 

(2) 区域設定の基本方針 

 

居住誘導区域の望ましい区域像や関係法令を踏まえ、次の方針で区域設定を行います。 

 

表 居住誘導区域設定の具体的な方針 

望ましい区域像 区域設定の具体的な方針 備考 

「生活利便性が確

保される区域」 

【生活利便機能が集積しているエリア】 

・都市機能誘導区域の中心から徒歩圏（半径 800ｍ）

の区域 

・「都市構造の

評価に関す

るハンドブ

ック」によ

る 

【都市機能誘導区域等との関係】 

・都市機能誘導区域を含む区域 

・原則として用途地域内の区域 

 

「生活サービス機

能の持続的確保が

可能な面積範囲内

の区域」 

【目標年次における人口密度】 

・都市機能誘導区域を含み、一定の生活サービス機能

の維持が見込まれる区域 

 

「災害に対するリ

スクが低い、ある

いは今後低減が見

込まれる区域」へ

の対応 

【居住誘導区域に含まないこととされている区域】 

・都市再生法第 81 条第 19 項、同法施行令第 30 条に

より、農地法の農地、自然公園法の特別地域、森林

法の保安林、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒

区域、急傾斜地崩壊危険区域等の区域については、

居住誘導区域に含まない 

 

【原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき

区域】 

・災害のリスクが高く居住の危険性がある災害危険区

域等については、原則として居住誘導区域に含まな

い 

 

 の利用圏人口によってそれらが持続的に維持されることを踏まえ、当該人口を勘案しつつ

居住誘導区域を定めることが望ましい。 

・一方で、居住誘導区域の設定に当たっては、市町村の主要な中心部のみをその区域とす

るのではなく、地域の歴史や合併の経緯等にも十分留意して定めることが望ましい。 
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【適当ではないと判断される場合は、原則として、居

住誘導区域に含まないこととすべき区域】 

・土砂災害警戒区域や浸水想定区域等については、そ

れぞれの区域の災害リスク、警戒避難体制の整備状

況、災害を防止し、又は軽減するための施設の整備

状況や整備見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導

することが適当ではないと判断される場合は、原則

として居住誘導区域に含まない 

 

 【居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行

うことが望ましい区域】 

・法令等により住宅の建築が制限されている区域や、

今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判

断する区域については、居住誘導区域に含めること

について、慎重に判断する 
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6.2  居住誘導区域の設定 
 

居住誘導区域の設定にあたっては、「立地適正化計画作成の手引き」（国土交通省 令和 4

（2022）年 4月改訂）に照らし、居住誘導区域の望ましい区域像や関係法令を踏まえ、下

表のような具体的な対応を踏まえて設定します。 

道の駅を含むエリアについては、現状は用途地域外であるものの、「第 9次三笠市総合計

画（令和 4（2022）年 3 月策定）」において、「岡山エリア開発研究事業」を予定しており、

今後の土地利用方策について調査研究を行った上で、商業施設に近接した立地を活かし、生

活利便性に優れた地域として、居住機能を積極的に誘導していくことを見据え、居住誘導区

域に設定します。 

その結果居住誘導区域は P107～108のようになり、区域面積は約 303.6haで、市全体の

用途地域面積（約 957ha）の約 31.7％を占めることとなります。 

 

表 居住誘導区域設定の基本方針と具体的な対応 

望ましい区域像 区域設定の具体的な方針 具体的な対応 

「生活利便性が

確保される区

域」 

【生活利便機能が集積しているエリア】 

・都市機能誘導区域の中心から徒歩圏

（半径 800ｍ）の区域 

人口密度、公営住宅の立地状

況を踏まえ、徒歩圏から外れ

ているエリアも対象とする。 

【都市機能誘導区域等との関係】 

・都市機能誘導区域を含む区域 

・原則として用途地域内の区域 

道の駅を含むエリアは用途地

域外だが、今後位置づけの見

直しを検討することとして、

誘導区域に設定する。 

「生活サービス

機能の持続的確

保が可能な面積

範囲内の区域」 

【目標年次における人口密度】 

・都市機能誘導区域を含み、一定の生活

サービス機能の維持が見込まれる区域 

－ 

「災害に対する

リスクが低い、

あるいは今後低

減が見込まれる

区域」への対応 

【居住誘導区域に含まないこととされて

いる区域】 

・都市再生法第 81 条第 19 項、同法施

行令第 30 条により、農地法の農地、

自然公園法の特別地域、森林法の保安

林、地すべり防止区域、土砂災害特別

警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域等の

区域については、居住誘導区域に含ま

ない 

土砂災害特別警戒区域は除外

する。 
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【原則として、居住誘導区域に含まない

こととすべき区域】 

・災害のリスクが高く居住の危険性があ

る災害危険区域等については、原則と

して居住誘導区域に含まない 

－ 

【適当ではないと判断される場合は、原

則として、居住誘導区域に含まないこ

ととすべき区域】 

・土砂災害警戒区域や浸水想定区域等に

ついては、それぞれの区域の災害リス

ク、警戒避難体制の整備状況、災害を

防止し、又は軽減するための施設の整

備状況や整備見込み等を総合的に勘案

し、居住を誘導することが適当ではな

いと判断される場合は、原則として居

住誘導区域に含まない 

浸水想定区域に含まれるエリ

アについては、居住の実態や

整備予定である新桂沢ダム及

び三笠ぽんべつダムの効果を

考慮し、居住誘導区域の対象

とする。 

土砂災害警戒区域については

除外する。 

 【居住誘導区域に含めることについて慎

重に判断を行うことが望ましい区域】 

・法令等により住宅の建築が制限されて

いる区域や、今後は居住の誘導を図る

べきではないと市町村が判断する区域

については、居住誘導区域に含めるこ

とについて、慎重に判断する 

道の駅を含むエリアは用途地

域外だが、今後位置づけの見

直しを検討することとして、

誘導区域に設定する。 
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第7章 届出制度及び誘導施策 

7.1  届出制度 
(1) 制度の概要 

 

都市機能誘導区域外の区域で誘導施設を対象に開発行為等を行おうとする場合には、

都市再生特別措置法第 108 条の規定により、原則として開発行為等に着手する 30 日前

までに市長への届出が義務づけられています。 

また、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、同法第

108 条の 2 の規定により、原則として誘導施設を休止又は廃止しようとする日の 30 日

前までに市長への届出が義務づけられています。 

更に、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅に関わる開発行為等を行おうとする場

合には、同法第 88 条の規定により、これらの開発行為に着手する 30 日前までに市長

への届出が義務づけられています。 

 

(2) 誘導施設に関わる届出の対象となる行為 

 

誘導施設の整備や休廃止の動きを把握するため、都市機能誘導区域外で誘導施設を

有する開発行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は

廃止する場合は、原則として市長への届出が義務づけられています。 

 

表 都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為 

開発行為  誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

開発行為以外  誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

 

表 都市機能誘導区域内における届出の対象となる行為 

休止又は廃止  都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 
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図 誘導施設に関わる届出の対象となる行為のイメージ 

 

 

(3) 居住誘導区域外における届出の対象となる行為 

 

居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するため、居住誘導区域外で行わ

れる一定規模以上の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合は、原則として市長

への届出が義務づけられています。 

 

表 居住誘導区域外における届出の対象となる行為 

開発行為  ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以

上のもの 

 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの

建築目的で行う開発行為（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

建築等行為  ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようと

する場合（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（上記２項目に

該当するもの）とする場合 

 

 

 

 

立地適正化計画区域

居住誘導区域

都市機能誘導区域

届出必要届出必要届出不要

例）誘導施設：食品スーパーの場合

※休止又は廃止
しようとする
場合は、届出必要

食品スーパー 食品スーパー 食品スーパー
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図 居住誘導区域外における届出の対象となる行為のイメージ 
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7.2  誘導施策 
(1) 都市機能を維持・誘導するための施策 

 

①公共施設の再編 

誘導施設に位置づけられている公共施設のうち老朽化している施設については、都

市構造再編集中支援事業等により、都市機能誘導区域内における建替・移転・改修等を

検討し、拠点性や利便性の維持向上に努めます。 

また、人口減少により効率的な都市経営が求められている中、公共施設の総量の圧縮

を図るため、「三笠市公共施設等総合管理計画」の基本的方針に沿って、集約化や複合

化を検討します。 

 

②民間活力の活用による都市機能の維持・強化 

都市機能の維持・強化を図るため、民間施設の更新や出店等の動向を踏まえ、本計画

の意義・目的の周知を図るとともに、必要に応じて適用可能な事業制度や優遇措置等の

支援策の情報提供を行い、民間活力による都市機能の集積を図ります。 

 

③都市の魅力向上に資するオープンスペースの維持・活用 

魅力的なまちなかを形成するため、広場や公園等のオープンスペースの適切な維持・

更新を行うとともに、官民連携による利活用の推進を図ります。 

また、歩行空間についても歩行者や地域住民、来街者等の沿道利用者にとって快適な

生活環境が維持されるよう努めます。 

 

④公共交通ネットワークの維持 

コンパクトな市街地を形成するためには、都市機能誘導区域外から都市機能誘導区

域内へ容易にアクセスできることが重要となるため、既存の公共交通（北海道中央バス

（三笠線、高速みかさ号）、市営バス（幌内線）、ハイヤー）を今後も維持していく必要

があります。 

市営バスの市民への利用拡大の働きかけとして、広報みかさや市のホームページな

どを活用し、現在それぞれの運行事業者が発信している運行ダイヤ・路線・料金などの

情報の一元化を図るとともに、観光や買い物、通院など利用目的に応じた情報提供、ま

た、キャッシュレス決済の促進等による利便性向上を図ることで、既存の路線バスやハ

イヤーを維持しつつ、運行の効率化を図り、本市の実情に合った交通システムの研究を

行います。 
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(2) 居住を維持・誘導するための施策 

 

①市営住宅の再編 

居住誘導区域内の人口を維持するため、「三笠市住生活基本計画」及び「三笠市市営

住宅等長寿命化計画」に基づき、各地域に点在している市営住宅の集約化を図る際は、

一定の生活利便性の維持が見込まれる居住誘導区域を意識して再編を行います。 

 

②道営住宅の整備促進 

岡山地区で整備が進められている道営住宅について、引き続き整備を促進するよう

北海道へ働きかけます。 

 

③住宅支援事業の助成制度活用 

居住誘導区域内における新規居住を促進するため、10～20 年後を見据えて住宅を購

入する場合の助成や住宅のリフォームに対する助成、空き家等の有効活用に対する助

成等の既存制度を活用し、居住誘導区域内への居住誘導を検討します。 

 

④高齢者施設等の整備促進 

今後の高齢化対策の一環として、高齢者が地域で安心して健康に暮らし続けること

ができるよう、高齢者施設の居住誘導区域内への誘導に努めます。 

 

⑤居住を誘導するための岡山地区の位置づけの見直し 

「第 9 次三笠市総合計画（令和 4（2022）年 3 月策定）」に主要事業として位置づけ

られている「岡山エリア開発研究事業」における道の駅周辺を含むエリアへの居住誘導

の方針を踏まえ、全市的な観点から土地利用規制の見直しを検討します。 
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第8章 防災指針 

8.1  居住誘導区域における災害リスクの分析 
(1) 浸水想定区域 

 

三笠地区及び岡山地区の広範囲に亘り、幾春別川の浸水想定区域が指定されていま

す。石狩川水系石狩川下流洪水浸水想定区域図（想定最大規模）より、想定し得る最

大降雨量は幾春別川流域で 72時間降雨量 438㎜（西川向）となっています。三笠地

区では、道道 116 号線以南、若松町から美園町にかけての一部が 0.5m 以上 3.0m未満

の浸水想定となっており、岡山地区では、広範囲が 0.5m以上 3.0m未満の浸水想定と

なっています。 

三笠市では、令和 12（2030）年度に新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムが完成予定と

なっており、これらのダムの完成により、浸水想定区域の範囲が大幅に改善される想

定となっています。 
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三笠地区

岡山地区
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図 河川整備計画目標規模の洪水における浸水範囲（再掲） 

資料：北海道開発局事業審議委員会（令和 3年度第 2回） 

  

三笠地区

岡山地区
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(2) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

 

三笠地区の一部に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（土砂災害防止法）に基づく、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が指定

されています。また、防災備蓄倉庫は三笠地区に 1か所（三笠中学校）、岡山地区に

は防災協定を結んでいるイオンスーパーセンター三笠店があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 三笠地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況と 

都市機能・居住誘導区域 
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図 岡山地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況と 

都市機能・居住誘導区域  
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8.2  地区ごとの防災上の課題の整理 
 

前項までに示した、「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」

の指定状況を踏まえた「災害ハザード情報」と、災害が発生した場合の被害規模に影響

する「人口分布」や「都市機能」を踏まえた「市街地特性」を重ね合わせた図を用い、

各地区の防災・減災に向けた課題を整理します。 

 

(1) 三笠地区の洪水・土砂災害に対する課題 

 

三笠地区では、浸水想定区域が道道 116号線以北の公営住宅が多く立地しているエ

リアの大部分には指定されていません。しかし、中心部の 25人/ha以上と人口密度が

比較的高いエリアは一部指定されています。 

土砂災害については、一部に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が指定さ

れていますが、都市機能誘導区域及び居住誘導区域には指定されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 三笠地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況に

都市機能・居住誘導区域と 2015年の人口密度を重ねた図 

人口密度の高い中心部に
浸水リスクがある

洪水
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災害時の要配慮者が利用する施設の立地状況を見ると、半数以上の施設が 0.5m以

上 3.0m未満の浸水想定区域に含まれています。 

※要配慮者利用施設（社会福祉施設、教育施設、医療施設施設等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 三笠地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況に

都市機能・居住誘導区域と要配慮者が利用する施設を重ねた図 

 

 

 

  

要配慮者が利用する施設の半数
以上に浸水リスクがある

洪水
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(2) 岡山地区の洪水・土砂災害に対する課題 

 

岡山地区では、都市機能誘導区域に指定されている商業施設周辺を除き、居住誘導

区域の広範囲に 3.0m未満の浸水想定区域が指定されています。 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域については、指定されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 岡山地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況に

都市機能・居住誘導区域と 2015年の人口密度を重ねた図 

 

  

居住誘導区域の広い範囲に
浸水リスクがある

洪水
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災害時に要配慮者が利用する施設の立地状況を見ると、大部分の施設が 3.0m未満

の浸水想定区域に含まれています。 

※要配慮者利用施設（社会福祉施設、教育施設、医療施設施設等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 岡山地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況に

都市機能・居住誘導区域と要配慮者が利用する施設を重ねた図 

 

  

要配慮者が利用する大部分の
施設に浸水リスクがある

洪水
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8.3  地区ごとの課題を踏まえた取組方針の検討 
 

地区ごとの課題を踏まえた取組方針は以下のとおりです。 

 

(1) 三笠地区の課題を踏まえた取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 三笠地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況に

都市機能・居住誘導区域と 2015年の人口密度を重ねた図 

 

  

・指定緊急避難場所となるオープンスペースの維持
・ハザードマップ等による指定緊急避難場所及び指定
避難所の周知など

洪水 ⇒リスクの低減方策

・新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムの建設推進

各地区共通のリスクの低減方策

・居住誘導区域から災害ハザードエリアを除外することによる立地誘導
・災害ハザードエリア外への市営住宅の集約

各地区共通のリスクの回避方策
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図 三笠地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況に

都市機能・居住誘導区域と要配慮者が利用する施設を重ねた図 

 

  

・非常用物資の備蓄促進
・ハザードマップ等による指定緊急避難
場所及び指定避難所の周知など

洪水

・新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムの建設推進

各地区共通のリスクの低減方策

・居住誘導区域から災害ハザードエリアを除外することによる立地誘導
・災害ハザードエリア外への市営住宅の集約

各地区共通のリスクの回避方策
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(2) 岡山地区の課題を踏まえた取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 岡山地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況に

都市機能・居住誘導区域と 2015年の人口密度を重ねた図 

 

  

・市内事業者との「災害時における応急生活物資の供給
の協力に関する協定書」の締結

・災害時、市民自ら考え行動することができる自主防災
組織の育成など

洪水

・新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムの建設推進

各地区共通のリスクの低減方策

・居住誘導区域から災害ハザードエリアを除外することによる立地誘導
・災害ハザードエリア外への市営住宅の集約

各地区共通のリスクの回避方策

⇒リスクの低減方策
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図 岡山地区の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況に

都市機能・居住誘導区域と要配慮者が利用する施設を重ねた図 

 

 

  

・非常用物資の備蓄促進
・ハザードマップ等による指定緊急避難
場所及び指定避難所の周知など

洪水

・新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムの建設推進

各地区共通のリスクの低減方策

・居住誘導区域から災害ハザードエリアを除外することによる立地誘導
・災害ハザードエリア外への市営住宅の集約

各地区共通のリスクの回避方策

⇒リスクの低減方策
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8.4  防災まちづくりの取組方針 
 

防災まちづくりの推進にあたっては、災害リスクの回避と災害リスクの低減を総合

的に組み合わせて取り組む必要があります。 

 

(1) 災害リスクの回避 

 

災害によるリスクを回避するため、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域につ

いては、居住誘導区域や都市機能誘導区域から除外します。 

また、市営住宅を移転改築する際は、災害ハザードエリアを避けて移転先を検討し

ます。 

 

 

 

 

 

(2) 災害リスクの低減 

 

災害によるリスクを低減するため、新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムの建設を推進

します。 

また、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化やオープンスペースの維持に取り組み、

より早く・安全・確実に避難できる環境を充実させるとともに、市民が災害情報を十

分に把握できるようハザードマップ等による指定緊急避難場所や指定避難所の周知、

SNS 等を活用した情報伝達、避難体制の強化に努めます。 

 

 

  

【災害リスクの回避方策】 

・居住誘導区域から災害ハザードエリアを除外することによる立地誘導 

・災害ハザードエリア外への市営住宅の集約 

【災害リスクの低減方策】 

・新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムの建設推進 

・指定緊急避難場所となるオープンスペースの維持 

・既存防災備蓄倉庫の維持・管理 

・非常用物資の備蓄促進 

・市内事業者との「災害時における応急生活物資の供給の協力に関する協定書」の締結 

・三笠市防災ハザードマップに基づく防災訓練及び防災イベントの実施 

・ハザードマップ等による指定緊急避難場所及び指定避難所の周知 

・災害時、市民自ら考え行動することができる自主防災組織の育成 

・防災教育の実施 

・インターネットや地上デジタル放送等による災害時リアルタイム情報の発信 
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8.5  取組スケジュールの検討 
 

防災まちづくりに向けた取組について、以下のようなスケジュールで取組みます。 

 

表 防災まちづくり取組スケジュール 

施策 

重点的に 

実施する 

地域 

実施主体 

実施時期の目標 

短期（5年） 中期（10年） 長期（20年） 

災
害
リ
ス
ク

回
避 

ハザードエリア外

への居住誘導 
市全域 市    

ハザードエリア外

への市営住宅の集

約 

市全域 市    

災
害
リ
ス
ク
の
低
減 

新桂沢ダム及び三

笠ぽんべつダムの

建設推進 

奔別・桂沢

地区 
国    

指定緊急避難場所

となるオープンス

ペースの維持 

市全域 市・住民    

既存防災備蓄倉庫

の維持・管理 
三笠地区 市    

非常用物資の備蓄

促進 
三笠地区 市    

市内事業者との

「災害時における

応急生活物資の供

給の協力に関する

協定書」の締結 

三笠地区、

岡山地区 
市・事業者    

三笠市防災ハザー

ドマップに基づく

防災訓練及び防災

イベントの実施 

三笠地区、

岡山地区 

市・住民・

事業者 
   

ハザードマップ等

による指定緊急避

難場所及び指定避

難所の周知 

市全域 市・住民    

災害時、市民自ら

考え行動すること

ができる自主防災

組織の育成 

市全域 市  
 

 

防災教育の実施 
市全域 市    

インターネットや

地上デジタル放送

等による災害時リ

アルタイム情報の

発信 

市全域 市    
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第9章 計画の実現に向けて 

9.1  目標の設定 
(1) 都市機能誘導に関する目標 

 

人口減少下においても日常における生活利便性を維持するためには、公共交通で拠

点へ容易にアクセスでき、そこから一定の範囲に都市機能が立地し、それが維持され

ていくことが重要です。このため、都市機能誘導区域における都市機能の立地状況を

計る指標として、「都市機能誘導区域内に立地している誘導施設の数」を設定し、以

下の通り目標値を定めます。 

 

表 都市機能誘導区域内に立地している誘導施設の数 

都市機能 

誘導区域 

施設区分 立地数 備考 

機能 施設名 

三笠地区 行政 市庁舎 1 三笠市役所 

商業 食品スーパー 
2 

ツルハドラッグ三笠店、

Ａコープ三笠店 

金融 郵便局・銀行 
2 

三笠郵便局、空知信用金

庫三笠支店 

医療 病院 1 市立三笠総合病院 

介護・福祉 ふれあい健康センター 1 ふれあい健康センター 

文化・交流 図書館 1 三笠市立図書館 

市民会館 1 市民会館 

岡山地区 行政 道の駅 1 道の駅「三笠」 

商業 食品スーパー 
1 

イオンスーパーセンター

三笠店 

医療 病院 1 南そらち記念病院 

文化・交流 温浴施設 1 天然温泉「太古の湯」 

計 13 施設  
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表 都市機能誘導に関する目標設定 

指標 

現況値 目標値 

基準年 

令和 4（2022）年度 

中間年 

令和 14（2032）年度 

目標年 

令和 24（2042）年度 

都市機能誘導区域内

に立地している誘導

施設の数 

13施設 
13施設 

※現状維持 

13施設 

※現状維持 

都市機能誘導区域外

に立地している公共

施設等の数 

12施設 12施設 11施設 

 

(2) 居住誘導に関する目標 

 

人口減少が進む中においても日常生活に必要な都市機能を維持し、生活サービスや

コミュニティを確保していくためには、一定の範囲内に居住が集まることにより、人

口密度の維持を図っていくことが重要です。 

本市では、産業活性化や移住定住対策を盛り込んだ背策を実施することにより、

「三笠市人口ビジョン」では、令和 12（2030）年における人口を 6,350 人、令和 22

（2040）年における人口を 5,027 人と推計しています。 

本市においては、居住誘導区域外から居住誘導区域内への居住誘導を図るため 、 

人口の状況を計る指標として、下表のとおり、目標年における「居住誘導区域内人口

の市内人口における比率」を 68.1％と定めます。 

 

表 人口ビジョンに基づく居住誘導区域内外の将来人口推計 

 

  

現況値
基準年

令和4（2022）年度
※令和2年の値を準用

中間年
令和14（2032）年度
※令和12年の値を準用

目標年
令和24（2042）年度
※令和22年の値を準用

社人研推計
市域全体（a） 7,744人 5,503人 3,854人
居住誘導区域内（b） 4,842人 3,507人 2,490人
居住誘導区域外（a－b） 2,902人 1,996人 1,364人
（人口密度） (15.95人/ha) (11.55人/ha) (8.20人/ha)
（人口比率） (62.5%) (63.7%) (64.6%)

人口ビジョン
市域全体（c） 8,040人 6,350人 5,027人
社人研推計比（d=c/a） (103.82%) (115.39%) (130.44%)
居住誘導区域内（f=b×d） 5,028人 4,047人 3,247人
居住誘導区域外（g=c－f） 3,012人 2,303人 1,780人
（人口密度） (16.56人/ha) (13.33人/ha) (10.70人/ha)
（人口比率） (62.5%) (63.7%) (64.6%)

居住誘導区域外から区域内へ10%移動した場合
居住誘導区域内（c-h） 4,277人 3,425人
居住誘導区域外（h=g×90%） 2,073人 1,602人
（人口密度） (14.09人/ha) (11.28人/ha)
（人口比率） (67.4%) (68.1%)

指標

目標値
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(3) 公共交通に関する目標 

 

公共交通の利用促進・活性化を行うことで、公共交通利用者の減少を防ぎ、将来にわ

たって公共交通を維持していくことが重要です。 

そのため、広報みかさや市のホームページなどを活用し、現在それぞれの運行事業者

が発信している運行ダイヤ・路線・料金などの情報の一元化を図るとともに、観光や買

い物、通院など利用目的に応じた情報提供、また、キャッシュレス決済の促進等による

利便性向上を図ることで、情報発信の強化・充実を図ります。 

上記を実施することで、平成 29（2017）年度～令和 3（2021）年度の市営バス 1 便

あたりの平均利用者数を、令和 9（2027）年度でも維持することを目標値として定めま

す。 

 

表 公共交通に関する目標設定 

指標 
現況値 目標値 

令和 4（2022）年度 令和 9（2027）年度 

市営バス 1 便 

あたり利用者数 
－人/便 

2.1 人/便 

※過去 5年の平均値を維持 

 

(4) 防災に関する目標 

 

近年頻発する自然災害に対応するためには、災害リスクの回避及び低減両面におけ

る取組が必要となります 。 

これらの取組を踏まえ、災害リスクの低減に関する指標として「防災備蓄倉庫の設

置数」、「防災訓練及び防災イベントの実施回数」（三笠市全域での防災訓練の実施・

イオンスーパーセンター三笠店での防災イベントの実施等）を設定し、目標値を定め

ます。 

 

表 防災に関する目標設定 

指標 

現況値 目標値 

基準年 

令和 4（2022）年度 

中間年 

令和 14（2032）年度 

目標年 

令和 24（2042）年度 

防災備蓄倉庫の設置

数 
１箇所 

１箇所 

※現状維持 

１箇所 

※現状維持 

防災訓練及び防災イ

ベントの実施回数 
２回/年 

２回/年 

※現状維持 

２回/年 

※現状維持 
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9.2  計画の進行管理 
 

立地適正化計画に示す目標、施策は長期にわたるものであることから、都市計画運

用指針においては、立地適正化計画は概ね 5 年ごとに評価を行うことが望ましいとさ

れています。 

本計画においては、目標年次である令和 24（2042）年度を見据えた方針や施策を

定めており、計画の進行管理にあたっては、PDCA サイクルの考えに基づいた評価に

より、計画の効果的な進行を図っていきます。 

具体的には、概ね 5 年ごとに施策・事業の進捗状況を確認するとともに、前項の評

価指標に基づき、施策・事業の妥当性や効果を検証するとともに、市街地内の都市機

能や人口等の変化や土地利用の方針に関する変更があった場合には、必要に応じて立

地適正化計画の見直しを行うこととします。 
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資料編 市民アンケート調査結果概要 

 

1.1 調査内容 
 

立地適正化計画の策定にあたり、地域公共交通計画の策定に向けて実施した市民ア

ンケートに、中心拠点に集積すべき都市機能についての設問を加え、市民意向を把握し

ました。 

アンケート調査の概要は次の通りです。 

 

(1) 調査対象・調査方法 

20歳以上の三笠市民から、3,200人を無作為抽出し、郵送配布によりアンケート調査

票を配布し、回答は郵送返信または Web回答としました。 

 

(2) 調査日 

令和 4（2022）年 9月 30日に調査票を発送。 

返送期限は令和 4（2022）年 10月 16日と設定し、10月 31日まで回収分で回答まで

結果に反映しています。 

 

(3) 回収数・回収率 

郵送配布によりアンケート調査票を配布し、回答は郵送返信または Web 回答としま

した。 

 

表 市民アンケート実施概要 

対 象 20 歳以上の三笠市民のうち 3,200 人を無作為抽出 

配布方法 郵送配布 

回収方法 郵送回収 

調査票に QR コードを記載し、Web回答も可能とした。 

回収数・回収率 郵送回収による有効回答票 1,153 票 

Web回答による有効回答票  243票 

合計           1,396票（回収率 43.6％） 
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1.2 調査項目 
 

(1) 調査項目 

立地適正化計画策定に係る調査項目は下表のとおりです。回答者属性、住まい、施策

の方向性を把握するための設問としました。 

 

表 市民アンケートの調査項目 

分類 調査項目 

回答者属性 ・年齢・性別・職業・家族構成・居住地区 

住まい ・居住地区を選んだ理由・今後の居住意向 

・将来の生活環境の条件 

施策の方向性 ・中心拠点に必要な施設 

 

(2) 調査票 

調査票は次項の通りです。 
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図 アンケート調査票（立地適正化計画に係る設問のみを抜粋） 
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2.1 調査結果 
 

2.1.1 回答者属性 

 

 回答者の性別は「女性」が 52.4%と多くなっており、年齢は「20代」から「80歳

以上」まで各年齢層にわたっていますが、年齢が高くなるほど回答者の比率が高

まっており、「70代」が 27.1%を占めました。 

 職業は、「無職」の回答が最も多く 32.3%を占め、これに「会社員・団体職員」、

「パート・アルバイト」、「専業主婦・主夫」が続いています。 

 家族人数は、「2人」が最も多く 22%を占め、これに「1人」、「3人」、「4人」、「5

人以上」が続いています。 

 居住地区は、「三笠」が 62.8%と圧倒的に多く、次いで「美園」が 11%、「岡山」

が 10.2%と続いています。 

 

(3) 年齢・性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N=1,396

選択肢 回答数 割合

男性 606 43.4%

女性 732 52.4%

無回答 58 4.2%

計 1,396 100.0%

N=1,396

選択肢 回答数 割合

20代 52 3.7%

30代 128 9.2%

40代 182 13.0%

50代 202 14.5%

60代 275 19.7%

70代 379 27.1%

80歳以上 170 12.2%

無回答 8 0.6%

計 1,396 100.0%

43.4%

52.4%

4.2%

男性

女性

無回答

3.7%

9.2%

13.0%
14.5%

19.7%

27.1%

12.2%

0.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上 無回答
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(4) 職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 家族人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 居住地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N=1,396

選択肢 回答数 割合

会社員・団体職員 270 19.3%

公務員 127 9.1%

農林漁業 22 1.6%

自営業(農林漁業以外) 61 4.4%

学生 9 0.6%

専業主婦・主夫 183 13.1%

パート・アルバイト 222 15.9%

無職 451 32.3%

その他 33 2.4%

無回答 18 1.3%

計 1,396 100.0%

19.3%

9.1%

1.6%

4.4%

0.6%

13.1%

15.9%

32.3%

2.4%

1.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

会社員・団体職員

公務員

農林漁業

自営業(農林漁業以外)

学生

専業主婦・主夫

パート・アルバイト

無職

その他

無回答

N=1,396

選択肢 回答数 割合

1人 310 22.2%

2人 614 44.0%

3人 279 20.0%

4人 118 8.5%

5人以上 73 5.2%

無回答 2 0.1%

計 1,396 100.0%

22.2%

44.0%

20.0%

8.5%

5.2%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1人

2人

3人

4人

5人以上

無回答

N=1,396

選択肢 回答数 割合

岡山 143 10.2%

萱野 20 1.4%

三笠 876 62.8%

美園 153 11.0%

幌内 32 2.3%

唐松 45 3.2%

清住 27 1.9%

弥生 44 3.2%

幾春別/奔別/桂沢 46 3.3%

無回答 10 0.7%

計 1,396 100.0%

10.2%

1.4%

62.8%

11.0%

2.3%

3.2%

1.9%

3.2%

3.3%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

岡山

萱野

三笠

美園

幌内

唐松

清住

弥生

幾春別/奔別/桂沢

無回答
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2.1.2 住まい 

 

 回答者が居住地区を選んだ理由は、「先代から住んでいる」が 30.2%で最も多く、

「周辺環境が良い」、「商店・病院・公共施設から近い」、「職場・学校から近い」

が 20％ほどとなっています。 

 今後の居住意向は、「これからも住み続けたい」が 41.9%と最も多く、「今後の状

況による」、「今はわからない」が続いています。 

 将来の生活環境の条件については、「商店・病院・公共施設から近い」が 5 割以

上を占め、次いで、「交通の利便性が高い」、「周辺環境が良い」が多くなっていま

す。 

 

(7) 居住地区を選んだ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 今後の居住意向 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 将来の生活環境の条件 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,396

選択肢 回答数 選択率

職場・学校から近い 276 19.8%

子どもの学校から近い 97 6.9%

商店・病院・公共施設から近い 279 20.0%

交通の利便性が高い 187 13.4%

生活費の負担が少ない 175 12.5%

周辺環境が良い 310 22.2%

先代から住んでいる 422 30.2%

その他 220 15.8%

無回答 27 1.9%

有効回答数 1,396

19.8%

6.9%

20.0%

13.4%

12.5%

22.2%

30.2%

15.8%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場・学校から近い

子どもの学校から近い

商店・病院・公共施設から近い

交通の利便性が高い

生活費の負担が少ない

周辺環境が良い

先代から住んでいる

その他

無回答

（複数回答可。数値は選択率）

（数値の合計は100%とならない）

N=1,396

選択肢 回答数 割合

これからも住み続けたい 585 41.9%

三笠市内の違う地区に移りたい 48 3.4%

三笠市外に移りたい 125 9.0%

今後の状況による 385 27.6%

今はわからない 236 16.9%

無回答 17 1.2%

計 1,396 100.0%

13.2%

3.2%

51.6%

38.7%

24.3%

27.4%

6.3%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場・学校から近い

子どもの学校から近い

商店・病院・公共施設から近い

交通の利便性が高い

生活費の負担が少ない

周辺環境が良い

その他

無回答

（複数回答可。数値は選択率）

（数値の合計は100%とならない）

41.9%

3.4%

9.0%

27.6%

16.9%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

これからも住み続けたい

三笠市内の違う地区に移りたい

三笠市外に移りたい

今後の状況による

今はわからない

無回答

選択肢 回答数 選択率

職場・学校から近い 184 13.2%

子どもの学校から近い 45 3.2%

商店・病院・公共施設から近い 720 51.6%

交通の利便性が高い 540 38.7%

生活費の負担が少ない 339 24.3%

周辺環境が良い 383 27.4%

その他 88 6.3%

無回答 44 3.2%

有効回答数 1,396



139 

 

2.1.3 施策の方向性 

 

 中心拠点に必要な施設では、「医療施設」が 68％、「商業施設」が 59.5%と過半数

を占め、「行政サービス施設」、「金融施設」、「飲食店」が続いています。 

 

(10) 中心拠点に必要な施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1,396

選択肢 回答数 選択率

商業施設 831 59.5%

飲食店 289 20.7%

教育文化施設 263 18.8%

行政サービス施設 498 35.7%

医療施設 949 68.0%

金融施設 391 28.0%

子育て支援施設 151 10.8%

交流施設 145 10.4%

その他 53 3.8%

無回答 82 5.9%

有効回答数 1,396

59.5%

20.7%

18.8%

35.7%

68.0%

28.0%

10.8%

10.4%

3.8%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

商業施設

飲食店

教育文化施設

行政サービス施設

医療施設

金融施設

子育て支援施設

交流施設

その他

無回答

（複数回答可。数値は選択率）

（数値の合計は100%とならない）


